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資料４



2

地域の支援者

行政機関
医療機関

学校

 再企図防止に向けた継続支援

家族

退院後の受療・生活支援等

交際問題

健康問題

 地域の支援につなぐ

経済・生活問題

家庭問題 学校問題

勤務問題

その他

県全体で自殺未遂者等支援体制の構築

救急告示病院

病院からつながった「いのち」をどの地域でも支援できる体制に

※再企図率の低下→最低でも６か月の支援継続が必要
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自殺未遂者等支援体制の構築

自殺未遂者等
の再企図を防ぐ

個別支援

関係機関の

ネットワーク

体制整備に向けて

心理的支援
課題解決支援
危機介入
家族等への支援等
継続的支援

救命救急センター
精神科医療機関
市町村主管課・各担当部署
警察・消防署
学校・児童相談所
その他関係機関

【自殺対策基本法の一部を改正する法律※】
 第20条 適切かつ継続的な支援を明記

※令和７年6月11日公布
令和７年12月１日一部施行、令和8年4月1日施行

【自殺対策基本法の一部を改正する法律※】
 第19条２項（新）
自殺発生回避のための適切な対処に必要

な情報が関係機関及び関係団体に迅速かつ
適切に提供されるための措置について規定



１ モデル地域情報

事業名 『湘南西部地域自殺未遂者等支援体制構築事業』

実施地域  平塚市、大磯町、二宮町

関係機関  平塚市民病院、平塚保健福祉事務所
 平塚市、大磯町、二宮町
 精神保健福祉センター、がん・疾病対策課
（その他必要に応じて協力依頼を実施）

◆実施期間  令和７年１１月～令和９年３月末



平塚市民病院

平塚保健福祉事務所（管内の患者）

市町村担当部署

精神科医療機関

学校・児相等関係機関
 個別支援
 地域の支援体制の構築
 人材育成

 地域へのつなぎ
 院内の体制構築
 会議への出席

3 モデル地域での取組

事業目標

※各機関の役割と各組織内体
制の確認

※各機関との連携体制の構築

※コーディネーターの配置と
役割の確認

※県域展開に向けたツールの
作成

※必要なリソースの確認

※評価方法の確認

※湘南西部地域の支援体制構築

※支援体制の構築
（案）
 各病院協会との調整
 救命救急センター等との調整
 予算確保
 人員配置
 事業評価
 会議・研修開催
 普及啓発
 ガイドラインの作成
 統計・分析

がん・疾病対策課
※地域支援

(案）
 各病院協会との調整
 救命救急センター等とのパイプ役
 統計業務
 ガイドライン作成補助
 会議・研修開催
 人材育成
 広域対応（バックアップ）
 普及啓発

精神保健福祉センター

※支援体制構築の県域展開

自殺未遂者検討会議

 支援体制構築にむけて
協議

 各地域の課題整理
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ご清聴ありがとうございました

今後もご協力よろしくお願いします
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